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議案第８５号

福岡市公園条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，公園の占用料の額を適正なものに改める等の必要があるによ

る。

福岡市公園条例の一部を改正する条例

　福岡市公園条例（昭和３３年福岡市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第１９条」を「第１８条の２」に改める。

　第３条の４第１項第１号中「敷地面積は」の次に「，０.１ヘクタール以上とし，かつ」を加

え，同項第２号中「敷地面積は」の次に「，１ヘクタール以上とし，かつ」を加える。

　第４条第１項第３号中「興業」を「興行」に改める。

　第５条第６号中「表示する場合」の次に「並びに市長が特に認める場合」を加える。

　第６章中第１９条の前に次の１条を加える。

　（連帯保証人及び保証金等）

第１８条の２　市長は，公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可を受けよう

とする者及びこれらの許可を受けた者に連帯保証人を立てさせ，又は市長の定める保証金

を納付させ，若しくは必要な担保を徴することができる。

　別表第２の２博多の森補助競技場の項中
「

１　　日 １７,０００円
」

を

「
１　　日 １７,０００円

に改め，同表博多の森テニス競技場付属施設の項中

１人１回 ２００円
」
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　別表第４占用料の欄を次のように改める。

　　　附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，別表第２の２博多の森補助競技場

の項の改正規定は，規則で定める日から施行する。

占　用　料

２,６００円

３,０００円

５２０円

３,０００円

Ａに０.００６を乗じて得た額

Ａに０.０１０を乗じて得た額

Ａに０.０１２を乗じて得た額

２,３８０円

３,０００円

５９０円

５９０円

３,０７０円

１５,３７０円

４００円

１,１５０円

４２０円

「
温水シャワー １　　回 １００円

」
を

「
温水シャワー １　　回 １００円

に改める。

トランシーバー １日１台 １５０円
」


